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浜岡原発の基準地震動浜岡原発の基準地震動
データ捏造のはじまりと動機データ捏造のはじまりと動機

中部電力の3月31日の報告書

　今年（2026）の1月5日に公表された浜岡原発の
規制基準審査のための模擬地震動（基準地震動）デー
タ捏造について、中部電力は3月31日に「浜岡原子
力発電所の新規制基準適合性審査における基準地震
動策定に係る不適切事案に関する報告書」を原子力
規制委員会に提出した。内容は、現在中部電力に残
されている資料と一部の関係者に対する聞き取りに
基づく、データ捏造の方法・経緯がメインとなって
いる。
　模擬地震動をつくる方法としてよく用いられるも
のに、「応答スペクトルに基づく方法」と「断層モデ
ルに基づく方法」がある。応答スペクトルは、地震
による地面の揺れを周期ごとに分けて影響の強さを
みる時に使う考え方である。点震源を想定して、地
震の観測記録から作成された経験式（距離減衰式）
を使って、地震の規模や震源からの距離などから目
的地の揺れ（地震動）を決める方法が応答スペクト
ル法である（応答スペクトルのコントロールポイン
トを決めたのちに、時刻歴波形を策定する）。震源を
面（震源断層面）として想定し、断層面が破壊して
ゆく過程をモデル化して目的とする場所の揺れを求
める方法が断層モデルに基づく方法である（時刻歴
波形を求めたのちに、応答スペクトルを作成するこ
とになる）。

データ捏造の方法

　今回、浜岡であきらかになったのは断層モデルに
基づく方法に関する捏造である（より詳しくは、断
層モデルに基づく方法のうちの、「統計的グリーン関
数法と波数積分法のハイブリッド合成法」と説明さ
れている）。審査会合で中部電力は、地震動の代表波

を選ぶやり方として、ランダム（無作為）に20組の
地震動波形を作成し応答スペクトルに変換した上で
平均値を求め、その平均値に最も近いものを代表波
とする、と説明してきていた（このやり方自体も相
当問題で、原発の耐震評価としては乱暴なものだ）。
実際にはそうではなく、自分たちの望み通りかそれ
に近い地震波が代表波として選ばれるように細工が
おこなわれていた。
　地震動の代表波を決める際にとられた捏造の方法
として、中部電力は２つ説明している。１つ目は、
自分たちの望みに近い地震波がでてくるまで、（20
組の）地震波の作成をランダムにではなく何度も何
度もおこなった【方法１】。【方法１】は、福島第一
事故発生後まもない、おそくとも2012年ごろから
使われていたという。
　２つ目の方法は、もっと露骨で、自分たちの望み
の地震波を決めておき、それが代表波として選ばれ
るようにほかの19組を作成するないしは選ぶ、とい
うやり方である【方法２】。【方法２】は、2018年5
月11日の第570回審査会合において、浜岡原発の
敷地西側直近のA-17断層を活断層として認定し検
討用地震として評価するにあたって、地震発生層の
上端位置を8kmから5kmへと厳しい条件に変更す
ることを原子力規制委員会から要求されたことが
きっかけとなったと説明している。このことから当
然、「自分たちの望みの地震波」というのは、全体と
して値が小さく浜岡原発への影響が小さくなるよう
に想定されているはずである。

捏造の意味

　委託報告書（報告書も請け負った業者も未公表）
によると、【方法１】は中部電力が選定した225ケー
スのうち、少なくとも105ケースあり、【方法１】
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か【方法２】の判断できないケースが77ケースある
という。また、【方法２】については、関係者からの
聞き取りでは80ケースでおこなわれており、委託報
告書の記述から確認できたのは３ケースという。

　いずれにしても、一部のデータで捏造がおこなわ
れたというのではなく、広範にわたり根本的な部分
での捏造であることは疑いはなく、中部電力には審
査を受ける資格はない。また、中部電力に要求を出
しておきながら、その後のチェックができなかった
原子力規制委員会は存在の意義が問われる。少なく
ともバックデータやその策定過程までチェックすべ
きであったろう。

浜岡原発の事情

　図１にA-17断層の基本震源モデルと図２にその
応答スペクトル図（捏造されたもの）を示す。参考
として、図２のグラフの左端の周期0.02秒の位置が
地震波の加速度の最大値にあたるので、それぞれ書
き込んである（速度スペクトルを読み取った値から
加速度へと換算した）。
　浜岡原発の審査会合に提示されている基準地震動
は、１～４号炉の敷地（西側）と５号炉の敷地（東側）
とでは大きく違う。2009年8月11日におきた駿河
湾を震源とする地震の際に、５号炉の敷地内で１～
４号炉の３倍近い大きさの揺れが観測され、その後

図1　A-17断層による地震の基本モデル

原子力資料通信624_v3.indd   11原子力資料通信624_v3.indd   11 2026/05/20   17:132026/05/20   17:13



12

2026.6.1「原子力資料情報室通信」No.624

参考資料
•中部電力、浜岡原子力発電所の新規制基準適合性審査における基準地震動策定に係る不適切事案に関する経済産業大臣および
原子力規制委員会からの報告徴収への報告、2026年3月31日
https://www.chuden.co.jp/publicity/press/1217589_3273.html
•原子力規制委員会、第671回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA022011875

の調査で、５号炉の地下に地震波を増幅する軟弱な
地下構造の存在がわかったためである（2007年7
月16日の中越沖地震の際の柏崎刈羽原発の状況と似
ている）。たとえば応答スペクトルによる方法として
１～４号炉では水平1200ガル、上下600ガルの基
準地震動Ss1-Dが定められ、５号炉では水平2000
ガル、上下700ガルの基準地震動Ss2-Dが設定され
ている。

根本的な動機？

　【方法２】のきっかけとなったA-17断層は浜岡原
発の西側にあり、１～４号炉への影響が大きい。
A-17断層単独の地震で不確かさを考慮した地震動の
最大のものは、水平方向が南北996ガル、東西
1115ガル、上下535ガルの基準地震動Ss1-2とい

うものが想定されている。これは単なる推測だが、
不確かさや他の条件を追加しても、水平1200ガル、
上下600ガルを大きく超えないように、データの捏
造をおこなっていたのではないか。
　原子炉施設への影響はどうなるか。機器・配管類
の構造強度への影響をみる参考として、バックチェッ
クの時点での一覧表を載せておく。これは最大加速
度が800ガルの地震動に対する値である。評価方法
欄の「B」は詳細評価であることを示している。切
迫度欄が0.66（=800/1200）以上のものをリスト
アップした。地震動の最大加速度が1200ガルに引
き上げられたからといって、発生する応力の値（応
力の種類による）がそのまま比例して上がるわけで
はないが、どこが危なそうかを探るめやすにはなる
と思う。　　　　　　　　　　　　　　 （上澤 千尋）

図2　統計的グリーン関数法地震動評価結果（A-17断層による地震（基本震源モデル））
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•原子力規制委員会、第1191回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
https://www.da.nra.go.jp/detail/NRA022030065
•中部電力、浜岡原子力発電所３号機、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全評価結果報告書、2007年2月
•中部電力、浜岡原子力発電所４号機、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全評価結果報告書、2007年2月
•もっかい事故調オンラインセミナー第20回（2026年1月12日19時～）および当日の資料
https://www.youtube.com/watch?v=sfs0ELSODwQ
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